
足立区都市計画審議会公募による区民委員の公募及び選考に関する要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、足立区ユニバーサルデザインのまちづくり条例（平成２４年足立区条

例第４３号。以下「条例」という。）第３５条第１項第４号に定める足立区都市計画審議

会の公募による区民委員（以下「公募委員」という。）の選考に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（募集方法） 

第２条 公募委員の募集は、公募要項を作成し、区広報紙及び区公式ホームページ、ＳＮＳ

への掲載等により周知する。 

２ 募集の期間は、周知開始日から１箇月程度とする。 

（応募資格） 

第３条 公募委員に応募できる者は、次の各号の全てに該当する者とする。 

（１） 区内に在住、在勤又は在学する者 

（２） 応募締切日時点での年齢が満１８歳以上の者 

（３） 任期満了まで継続して足立区都市計画審議会に出席できる者 

（４） 直近において連続して３期以上公募委員として在任していない者 

（応募方法） 

第４条 公募委員の応募に当たっては、次の各号に掲げる事項を記載した書類を提出又は足

立区オンライン申請システムを利用して応募をすることとする。 

（１） 区内に在住する者にあっては住所、氏名、年齢、職業及び連絡先を、区内に在勤

又は在学する者にあっては勤務先又は学校名、所在地、住所、氏名、年齢、職業及

び連絡先 

（２） 都市計画やまちづくり等に関する地域活動での履歴や職歴 

（３） 取得している免許・資格 

（４） 応募の動機、抱負等の応募理由 

２ 公募委員を応募する者（以下「応募者」という。）は、前項に掲げる書類を応募締切日

の午後５時までに都市建設課の窓口に持参又は郵送もしくは足立区オンライン申請シス

テムを利用して提出したものが到達したものに限るとする。 

３ 前２項の規定により提出された書類は、返却しないものとする。 

 （応募の無効） 

第５条 次の各号に掲げる応募は、無効とする。 

 （１） 要綱第３条に規定する公募委員の要件に適合しない者の応募 

 （２） 第４条に定める申込み方法以外の方法による申込み 

 （３） 第４条１項に定める事項の記載がないもの 

 （４） 第４条２項に定める期間内に行われなかった申込み 

 （５） その他、必要に応じて都市建設部長が決定したもの 

（選考会の設置） 



第６条 公募委員の選考を適正に行うため、足立区都市計画審議会公募委員選考会（以下「選

考会」という。）を設置する。 

２ 選考会の会長は、都市建設部長とする。 

３ 会長は、条例第３３条に規定する足立区都市計画審議会の委員（条例第３５条第１項第

１号の学識経験者である者に限る。以下「学識経験者である選考委員」という。）から２

名以内を、足立区都市計画審議会専門委員（専門委員が区職員である場合に限る。）及び

幹事の属する部のうちから３名以内を、それぞれ指名する。 

４ 前項の規定により選考会の委員として指名された学識経験者である選考委員については、

別途、足立区審議会公募委員等選考面接員設置要綱（２６足政政発第９４７号 平成２７

年２月２５日 区長決定）による面接員として任用する手続を行う。 

５ 第３項に指名された委員は、公募委員の面接その他選考に関することとする。 

 （選考会の招集） 

第７条 選考会は、会長が招集する。 

（報酬） 

第７条の２ 学識経験者である選考委員が選考会に出席した場合は、足立区審議会公募委員

等選考面接員設置要綱に基づき報酬を支払うものとする。 

（選考方法） 

第８条 公募委員は、応募者のうちから足立区都市計画審議会の所掌事項に関して優れた見

識を有する者を、応募時に提出された第４条第１項第１号から第４号までを記載した書類

及び面接により選考する。 

２ 第一次選考は、書類選考によるものとし、第一次選考合格者に第二次選考として面接を

行う。 

３ 第一次選考、第二次選考ごとに選考会を開催し、合格者を決定する。 

４ 第二次選考は、第一次選考合格者に対して日時と場所を通知して行う。 

（採点方法） 

第９条 第一次選考は、別表第１に定める第一次選考採点基準に基づき、それぞれの採点項

目ごとに５点満点で評価を行い、各選考会委員の評価合計の平均点が１５点以上、かつ、

採点項目の各評点に１点のものがない者のうち上位７人以内を第一次選考合格者とする。 

２ 第二次選考は、別表第２に定める第二次選考採点基準に基づき、それぞれの採点項目ご

とに５点満点で評価を行い、各選考会委員の第一次選考及び第二次選考の評価合計の平均

点が３０点以上、かつ、第二次選考採点項目の各評点に２点以下のものがない者の中から、

上位３人以内を公募委員に決定する。 

３ 応募者が募集人数に満たなかった場合又は選考会の結果、前項に定める基準を満たす者

が定数に満たなかった場合は、欠員とする。 

 （結果の通知） 

第１０条 各応募者の選考結果は、本人宛に速やかに通知する。 

付 則（２０足都都発第２０８号 平成２０年５月２１日 都市整備部長決定） 

この要綱は、平成２０年５月２１日から施行する。 



付 則（２１足都都第１６７３号 平成２２年３月２５日 都市整備部長決定） 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

付 則（２３足都都第１２５９号 平成２３年１１月１１日 都市建設部長決定） 

この要綱は、平成２３年１２月１日から施行する。 

付 則（２４足都都第５１９号 平成２４年６月８日 都市建設部長決定） 

この要綱は、平成２４年６月２５日から施行する。 

付 則（２４足都都第１９４２号 平成２５年１月１７日 都市建設部長決定） 

この要綱は、平成２５年１月１８日から施行する。 

付 則（２５足都都第２２０７号 平成２５年１２月２０日 都市建設部長決定） 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

付 則（２７足都都第２７３号 平成２７年４月２４日 都市建設部長決定） 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

付 則（３０足都都第１９５９号 平成３０年４月１１日 都市建設部長決定） 

この要綱は、平成３０年４月１１日から施行する。 

付 則（２足都都第５５５号 令和２年６月３日 都市建設部長決定） 

この要綱は、令和２年６月３日から施行する。 

付 則（６足都都第６７３号 令和６年５月１３日 都市建設部長決定） 

この要綱は、令和６年５月１３日から施行する。 

付 則（６足都都第８４３号 令和６年５月２４日 都市建設部長決定） 

この要綱は、令和６年５月２４日から施行する 

付 則（８足都都第８８３号 令和８年５月２５日 都市建設部長決定） 

この要綱は、令和８年５月２５日から施行する。 

 

別表第１（第９条関係） 第一次選考採点基準 

ＮＯ 採点項目 内     容 

１ 活動実績 

 

・都市計画やまちづくり等に関する地域活動での実績があるか。 

 

２ 専門的知識 

 

・都市計画やまちづくり等に関する資格・学位等を有しているか、

または、在学し専攻しているか。 

３ 
現状認識 

・足立区の都市計画にかかわる現状を的確に認識しているか。 

・足立区の都市計画の課題につながる問題意識があるか。 

４ 
創造力 

・良好な都市計画につながる考えが示されているか。 

・その考えは、区全体又は地区の都市計画に関して、有効なものか。 

５ 
積極性 

・応募の動機・抱負は、評価できるものか。 

・都市計画に関して、参加の意欲や熱意が感じられるか。 

 

 

 



別表第２（第９条関係） 第二次選考採点基準 

ＮＯ 項   目 内     容 

１ 
判断力 

・質問に対する応答は的確か。 

・一般常識的な見識を備えているか。 

２ 
知 識 

・都市計画に関する一般的知識が認められるか。 

・良好な都市計画のための方策や制度などの知識が認められるか。 

３ 
現状認識 

・足立区の都市計画にかかわる現状を的確に認識しているか。 

・足立区の都市計画の課題につながる問題意識があるか。 

４ 

創意工夫力 

・良好な都市計画の実現のために、創意工夫、自由な発想が感じら 

れるか。 

・その考えは、効果的かつ区民の生活全般に配慮されたものか。 

５ 
積極性 

・審議会の役割を認識し、委員として積極的に取り組む姿勢がある 

か。 

 


